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意見募集の結果について 

 

 

１ 意見募集期間と意見提出の状況 

 

（１）意見募集期間        令和５年２月１日から３月２日まで 

（２）提出意見の総数    １５通、１０９件 

 

 

２ 意見の内訳と主な意見の概要 

 

（１）意見の内訳 

 

項   目 件 数 

東京の防災力の高度化に関するもの  ４件 

都、区市町村等の基本的責務と役割に関するもの  ２件 

都民と地域の防災力向上に関するもの ２０件 

安全な都市づくりの実現に関するもの  ７件 

安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保に関するもの  ９件 

津波等対策に関するもの  １件 

情報通信の確保に関するもの  ３件 

医療救護・保健等対策に関するもの  ３件 

帰宅困難者対策に関するもの  ６件 

避難者対策に関するもの １７件 

物流・備蓄・輸送対策の推進に関するもの １９件 

住民の生活の早期再建に関するもの １５件 

災害復興計画に関するもの  ２件 

南海トラフ地震等防災対策に関するもの  １件 

 

 

 

別紙２ 
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（２）主な意見の概要 

 

章 名 
意見の概要 

ご意見への都の考え方 
項 目 内 容 

第 ２ 部 

第 ３ 章 

第 ５ 節 

安全な都市

づ く り の 

実 現 

 

具 体 的 な 

取 組 

 

高層建築物

及び地下街

等における

安 全 対 策 

高層建築物や地下

街での合同防災訓練

の実施に当たり、重症

心身障害児など、移動

や避難、コミュニケー

ションで困難を抱え

る要配慮者が関わる

ことは、訓練の実効性

を高める上で重要で

あるため、要配慮者と

の連携について、追記

すべきと考える。 

 被災者の視点に立った防災

対策を推進するためには、要配

慮者等に対するきめ細かい配

慮が重要であると認識してお

ります。 

このため、いただいたご意見

を踏まえまして、防災訓練の実

施に際し、要配慮者の視点に関

する記載を追記いたしました。 

第 ２ 部 

第 ７ 章 

第 ５ 節 

防 災 機 関 

相互の情報

通 信 連 絡 

体制の整備 

 

住民相互の

情報連絡等

の環境整備 

 

 大規模災害時に通

信を確保するために

は、各通信事業者が有

効かつ十分な対策を

準備できるようにす

る必要があり、その出

発点として、精度の高

い被害想定を関係機

関が連携、協力しつつ

共同で実施する必要

がある。 

 

都は、発災時のタイムライン

に応じた連絡体制を強化する

ため、平時からライフライン事

業者との連携を密にするなど、

相互連携体制を構築してまい

ります。 

引き続きライフライン事業

者との意見交換や、事業者同士

の連携などを通じ、実態に即し

た災害時対応ができるよう体

制を強化してまいります。 

いただいたご意見は今後の

防災対策の参考とさせていた

だきます。 
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第 ２ 部 

第 ７ 章 

第 ５ 節 

情報通信の

確 保 

 

具 体 的 な 

取 組 

 

住民等への

情報提供体

制 の 整 備 

 情報の取得に困難

を抱える障害者に配

慮した情報発信を行

う必要があるため、ア

クセシビリティの確

保を念頭に置いた記

載内容にすべきと考

える。 

住民等の情報伝達に当たっ

ては、多様な手段を用いて発信

することは重要であると認識

しております。 

このため、いただいたご意見

を踏まえ、情報伝達手段の多様

化に向けて、誰にでも伝わるこ

とを意識した文言を追記いた

しました。 

第 ２ 部 

第 ９ 章 

第 ５ 節 

帰宅困難者

対 策 

 

具 体 的 な 

取 組 

 

事業者にお

ける施設内

待機計画の

策 定 

従業員等が企業等

の施設内に一定期間

待機するための備蓄

として示す簡易トイ

レについては、内閣府

の「防災基本計画」の

表記に合わせ、携帯ト

イレについても記載

すべきと考える。 

災害時のトイレ対策のため

に日頃から備蓄を推進するこ

とは重要であると認識してお

ります。 

このため、いただいたご意見

を踏まえ、「簡易トイレ」を「携

帯トイレ・簡易トイレ」という

表現に修正いたしました。 

 


